
都市再開発の方針の変更について

都市再開発方針の位置づけ

都市計画区域
マスタープラン

都市再開発の方針

防災街区整備方針

住宅市街地の開発整備方針

区市町村マスタープラン

具体の都市計画
（地域地区、都市施設、市街地開発事業、地区計画 など）

誘導地区
２号地区には至らないものの、再開発を行うことが望ましく、

効果が期待できる地区

２号市街地（再開発促進地区）
１号市街地のうち特に一体的かつ総合的に
市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区

１号市街地
都市再開発法第２条の３第１項に基づき、計画的な再開発が必要な市街地

スケジュール

番号 地区名 変更内容

２
号
地
区
の
変
更
等

千.１ 有楽町駅前地区 変更なし

千.３０、中.１８、
港.２５、江.１４

東京都心・臨海地域 変更なし

千.３４ 紀尾井町南地区 変更なし

千.３５、台.１３ 秋葉原・神田地域 新規

千.５、台.７ 秋葉原地区 （地区削除）

千.１１ 神田駿河台一丁目西部地区 （地区削除）

千.１２ 神田和泉町地区 （地区削除）

千.１３ 神田佐久間町地区 （地区削除）

千.１５ 飯田橋二・三丁目地区 （地区削除）

千.１６ 岩本町東神田地区 （地区削除）

千.１７ 神田錦町南部地区 （地区削除）

千.１９ 神田紺屋町周辺地区 （地区削除）

千.２０ 一ツ橋二丁目周辺地区 （地区削除）

千.２１ 中神田中央地区 （地区削除）

千.２４ 外神田二・三丁目 （地区削除）

千.２６ 飯田橋駅西口地区 （地区削除）

千.３１ 神田美土代町地区 （地区削除）

千.３２ 内神田一丁目地区 （地区削除）

千.３３ 内神田二丁目地区 （地区削除）

誘
導
地
区
の
削
除

千－ア 神田神保町一丁目南部 （地区削除）

千－イ 麹町通り沿道 （地区削除）

千－ウ 神田淡路町周辺地区 （地区削除）

千－エ 神田駿河台地区 （地区削除）

千－オ 富士見周辺地区 （地区削除）

千―カ 紀尾井町地区 （地区削除）

千―キ 内神田日本橋川沿い （地区削除）

千―ク 神田小川町周辺地区 （地区削除）

千―ケ 神田駅周辺地区 （地区削除）

都市再開発方針に定める事項

令和2年11月13日 都市計画法第１８条意見照会

令和２年12月2日～16日 都市計画案の縦覧

令和３年２月 東京都都市計画審議会付議

令和３年３月 都市計画決定

資料４
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千.１有楽町駅前地区

千.３０、中.１８、港.２５、江.１４
東京都心・臨海地域

紀尾井町南地区

千.３５、台１３
秋葉原・神田地域

変更後の都市再開発の方針現在の都市再開発の方針

凡例

１号市街地

再開発促進地区
（２号地区）
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